
 

 

 

 

令 和 ７ 年 1 2 月 2 3 日 

消 防 庁 

 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）に対する 
意見公募の結果及び改正省令の公布 

 

消防庁は、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）の内容について、

令和７年９月２日から令和７年 10 月１日までの間、国民の皆様から広く意見を公募し

たところ、３件の意見の提出がありました。この結果を踏まえて、本日、危険物の規制

に関する規則の一部を改正する省令を公布しましたのでお知らせします。 

 

１ 主な改正内容 

以下の事項について措置を行うため、危険物の規制に関する規則（昭和 34年総理府令第 55

号）を改正するものです。概要については、別紙１をご覧ください。 

○ 渦電流探傷試験に係る規定の整備 

 

２ 意見公募の結果 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）の内容について、令和７年９月２日

から令和７年 10月１日までの間、意見を公募したところ、３件の意見の提出がありました。 

提出された意見及び総務省の考え方は、別紙２のとおりです。 

 

３ 改正省令の公布 

消防庁では、意見公募の結果を踏まえて検討し、以下の改正省令を令和７年 12 月 23 日に

公布しました。 

・危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（令和７年総務省令第 112号） 別紙３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務連絡先） 

消防庁予防課危険物保安室 石野、鈴木 

TEL 03-5253-7524（直通） 

E-mail:fdma.hoanshitsu_atmark_soumu.go.jp 

※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示

しております。送信の際には「@」に変更してください。 



令 和 ７ 年 1 2月  

消防庁危険物保安室 

 「新技術を活用した屋外貯蔵タンクの効果的な予防保全に関する調査検討会」の結論

を踏まえ、危険物の規制に関する規則（昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」

という。）を改正する。 

１．改正内容 

渦電流探傷試験に係る規定の整備【危険物規則第20条の８関係】 

特定屋外貯蔵タンクの底部溶接部に係る保安検査について、渦電流探傷試験を活

用できるよう規定の整備を行うこととする。 

２．施行期日 

公布の日の翌日から施行する。 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令について 

別紙１ 



 

 

 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）に対して提出された御意見及び御意見に対する考え方 

 

No. 意見提出者 案に対する意見及びその理由 総務省の考え方 

提出意見を
踏まえた 
案の修正の

有無 

1 （法人） 【該当箇所】 

「４ 渦電流探傷試験に関する合格の基準は、試験の対象となる

溶接継手を走査したときに生ずる電圧又は電流の値」 

 

【御意見】 

渦電流探傷試験において、出力には傷信号以外の信号（雑音）が

含まれている場合があります。雑音の原因としては、センサーの

搬送振動、加工処理、金属組織に起因する導電率・透磁率の変化

や、溶接形状などがあります。 

それらは信号の周波数成分や位相成分が異なるため判別が可能

ですが、電圧又は電流の値としては基準となる傷を超える可能性

があります。 

明確に判別可能な雑音を除く「電圧又は電流の値」が基準となる

傷を超えないことであることを明示するため、以下の追加をご検

討下さい。 

 

走査したときに生ずる電圧又は電流の値 

       ↓ 

走査したときに傷により生ずる電圧又は電流の値 

・ ご指摘を踏まえ、合格の基準となる電圧又は電流の値が「傷

により生ずる」ものであることについては、別途運用通知で

お示しする予定です。 

 

無 

2 （法人） 【該当箇所】 

渦流探傷試験に関する合格の基準… 

基準となる傷（長さが 4mm、 深さが 1.5mm である傷とする 

 

【御意見】 

タンク側板とアニュラ板溶接接手については 4L×l.5d で問題無

・ 危険物の規制に関する規則（改正案）第 20 条の８第４項

に規定する基準となる傷の長さ（4mm）及び深さ（1.5mm）

は、「新技術を活用した屋外貯蔵タンクの効果的な予防保全

に関する調査検討報告書」（令和７年３月、新技術を活用し

た屋外貯蔵タンクの効果的な予防保全に関する調査検討会。

以下「報告書」という。）の結論を踏まえたものとなってお

無 

別紙２ 



 

 

いが 

それ以外の底板溶接接手については 6L×3d の矩形スリットに

すべきです。 

 

その理由 

１．円弧スリットも矩形スリットも同等であるとの不十分な表現

があり 

ダイヤモンドカッターで加工した 6L×1d の円弧スリットを

使って 

実機タンクでのテストを 2003 年に石油連盟殿の主導で行っ

た結果 

十分な S/N が得られなくて ET を断念した経緯があります。 

２．鋼管の貫通コイルによる渦流探傷では磁気飽和して磁気ノイ

ズを小さくする方法がとられています。鋼板には磁気ノイズ

が発生します。 

むやみに高い感度で渦流探傷を行えばノイズのために検査が

終了しなくなる恐れがあります。 

実機コーティングタンクで 100 メートル長さの ET 試験を行

った結果 

多くのノイズ信号を検出しましたので基準感度を適正に決め

る必要があります。隅角溶接部以外の底板溶接部については

93 号通達にありますように 6L×3d が合理的な基準欠陥であ

ると判断致します。 

３．回送テストでの TP-2 の止端部スリット S30 の欠陥が明瞭に

検出されていません。隅角溶接部のように完全にテーパー処

理された溶接部と普通の底板溶接部では止端部欠陥の検出能

力が異なることを考慮すべきです。また、溶接ビード波形の

影響も考える必要があります。 

6L×3d スリットであればクリアー出来ると思われます。 

 

消防庁の報告書から 

「新技術を活用した屋外貯蔵タンクの効果的な予防保全に関す

る詞査検討報告書」からの抜粋 (1 0 1 4 頁） 

 

り、適切な基準であると考えています。 

 



 

 

１．1 2 0 頁 TP-2（綺麗な手溶接） 4L×l.5d スリット欠陥 ４

箇所 

２．3 3 3 頁 A 社の 2mm ギャップデータ 

３．3 4 3 頁 B 社の 2mm ギャップデータ 

４．3 7 0 頁 Ｄ社の 2mm ギャップデータ 

５．4 0 5 頁 Ｆ社の 2mm ギャップデータ 

 

溶接止端部の 4L×l.5d スリット S30 欠陥が検出不能です 

この回送実験データからも分かるように 4L×l.5d 欠陥 

溶接部探傷のための欠陥としては不適切です。 

3 （法人） 【該当箇所】 

危険物の規制に関する規則 第二十条の八第三項（改正案） 

 

【御意見】 

平成 12 年 8 月 24 日消防危第 93 号 3 項試験結果の評価の取り扱

い及び今回の改正省令（案）との整合性について確認したく以下

に意見させていただきます。  

 

＜評価基準に関する質問＞ 

新しい省令案で示された渦電流探傷試験の評価基準について、

以下の点を明確化してください。 

  

①：評価基準の適用範囲について 平成 12 年の通知では、評価

基準が溶接箇所によって以下の 2 種類に分かれています。 

１．側板とアニュラ板の溶接部：深さ 1.5mm、長さ 4.0mm 

２．上記以外の溶接部：深さ 3.0mm、長さ 6.0mm 

今回の省令案の基準は「1」に準じるものですが、これまで「2」

の基準についての取り扱いについて明確化してください 

  

②：「それぞれ超えない」の解釈について 平成 12 年の通知に

ある「深さが〇mm を、長さが〇mm をそれぞれ超えない」とい

う基準の解釈について 

この解釈は新しい省令案の渦電流探傷試験にも適用されるので

しょうか。 

①について 

・ 危険物の規制に関する規則（改正案）第 20 条の８第４項

に規定する基準となる傷の長さ（4mm）及び深さ（1.5mm）

は、報告書の結論を踏まえたものとなっており、「特定屋外

貯蔵タンクの内部点検等の検査方法に関する運用について」

（平成 12 年８月 24 日消防危第 93 号。以下「平成 12 年通知」

という。）に準じたものではないため、今回の改正によって

平成 12 年通知の取扱いが変わるものではありません。 

 

②について 

・ 平成 12 年通知では「補修を行わなくても差し支えない」

欠陥の大きさについて、長さと深さそれぞれの基準が示され

ているところ、本改正案は欠陥の大きさを長さと深さから総

合的に判定するものであるため、平成 12 年通知の解釈は適

用されません。 

 

③について 

・ 試験要領や運用方法については、別途運用通知でお示しす

る予定です。 

無 



 

 

 

③今後通達等で明確な試験要領や運用方法について通知する予

定はございませんでしょうか？ 

 

以上について確認したくお願いします。 

◯提出意見数：３件 

※１ 提出意見数は、提出意見者数としています。 

 ※２ とりまとめの都合上、いただいた御意見は一部要約しています。 
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○
総
務
省
令
第
百
十
二
号 

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
の
二
の
規
定
に
基

づ
き
、
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日 

総
務
大
臣　

林　
　

芳
正 

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
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危
険
物
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規
制
に
関
す
る
規
則
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昭
和
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十
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理
府
令
第
五
十
五
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一
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の
よ
う
に
改
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す
る
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次
の
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に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

別紙３

幸多朗 鈴木
長方形
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改　

正　

後

改　

正　

前

（
磁
粉
探
傷
試
験
、
浸
透
探
傷
試
験
及
び
渦
電
流
探
傷
試
験
） 

（
磁
粉
探
傷
試
験
及
び
浸
透
探
傷
試
験
） 

第
二
十
条
の
八　

特
定
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
側
板
と
ア
ニ
ュ
ラ
板
（
ア
ニ
ュ
ラ
板
を
設
け
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、

第
二
十
条
の
八　

特
定
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
側
板
と
ア
ニ
ュ
ラ
板
（
ア
ニ
ュ
ラ
板
を
設
け
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、

底
板
）
、
ア
ニ
ュ
ラ
板
と
ア
ニ
ュ
ラ
板
、
ア
ニ
ュ
ラ
板
と
底
板
及
び
底
板
と
底
板
と
の
溶
接
継
手
（
以
下
こ
の
項

底
板
）
、
ア
ニ
ュ
ラ
板
と
ア
ニ
ュ
ラ
板
、
ア
ニ
ュ
ラ
板
と
底
板
及
び
底
板
と
底
板
と
の
溶
接
継
手
並
び
に
重
ね
補

に
お
い
て
「
底
部
の
溶
接
継
手
」
と
い
う
。
）
並
び
に
重
ね
補
修
に
係
る
側
板
と
側
板
と
の
溶
接
継
手
（
接
液
部

修
に
係
る
側
板
と
側
板
と
の
溶
接
継
手
（
接
液
部
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
磁
粉
探
傷
試
験
を
行
い
、
次
項

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
磁
粉
探
傷
試
験
を
行
い
、
次
項
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
磁
粉
探
傷
試
験
に
よ
る
こ
と
が
困
難
な
場

ら
な
い
。
た
だ
し
、
磁
粉
探
傷
試
験
に
よ
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
浸
透
探
傷
試
験
を
、
底
部
の
溶
接
継
手

合
は
、
浸
透
探
傷
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
項
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

（
磁
粉
探
傷
試
験
又
は
浸
透
探
傷
試
験
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
次
項
又
は
第
三
項
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
対
象
と
な
る
場
合
に
は
渦
電
流
探
傷
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
三
項
又
は
第
四
項
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

［
２
・
３　

略
］

［
２
・
３　

同
上
］

４　

渦
電
流
探
傷
試
験
に
関
す
る
合
格
の
基
準
は
、
試
験
の
対
象
と
な
る
溶
接
継
手
を
走
査
し
た
と
き
に
生
ず
る
電

［
新
設
］

圧
又
は
電
流
の
値
（
電
気
的
信
号
に
変
換
し
た
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
当
該
溶
接

継
手
を
模
し
た
試
験
片
に
製
作
し
た
基
準
と
な
る
傷
（
長
さ
が
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
が
一
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
で
あ
る
傷
と
す
る
。
）
を
走
査
し
た
と
き
に
生
ず
る
電
圧
又
は
電
流
の
値
を
超
え
な
い
こ
と
と
す
る
。

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附　

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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